
 

 

長管協発 5 第 31 号 

令和 5 年 6 月 15 日 

 

 

組合員 各位    

長崎市管工業協同組合 

理事長  谷村  正夫 

（公  印  省  略） 

 

 

建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について(通知) 

 

 

標記の件につきまして、長崎県土木部より別添のとおり通知が届いておりま

すので、ご案内致します。基準につきましては、下記のURL またはQRコード

にてご確認下さい。また、別添の新旧対照表をご活用下さい。 

 

 

 

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2023/06/1685583405.pdf 

 

 

 長崎県管工事業協同組合連合会からのお知らせです。 

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2023/06/1685583405.pdf











































